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(公印及び契印の押印は省略) 

 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を 
改正する法律」の施行について 

 

このことについて、平成 26 年 5 月 30 日付け環自野発第 1405305 号をもって、環

境省自然環境局長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしく

お願いいたします。 

このたびの通知は、①「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の

一部を改正する法律」の施行に向けて、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律施行令の一部を改正する政令（平成 26 年政令 43 号）」、「絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 26年環

境省令第 17 号）」等が制定され、平成 26 年 6 月 1 日から施行されること、②改正内

容については、（ア）広告に関する規制の強化、（イ）登録関係事務手続の改善の 2 点

であり、詳細は別紙を参照されたいこと、の 2 点について、了知の上、本会会員へ周

知を依頼されたものです。 

 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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